
令和４年版厚生労働白書 正誤表

「令和４年版厚生労働白書」において、掲載内容に誤りがございました。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、以下のとおり訂正さ
せていただきます。

なお、HP上に掲載されている内容につきましては、修正が反映されております。

頁 該当箇所
修正内容

誤 正

人口100人で 
みた日本

健康・医療に 
ついて

健康状態が「よくない」「あまりよくない」
と感じているのは？

6歳以上 12.6人
日常生活の悩み・
ストレスを感じているのは？

12歳以上 47.9人
健診や人間ドックを
受けたことがあるのは？

20歳以上 69.6人
病気やけがなどで
通院しているのは？ 40.4人

在宅医療を	
受けている方は？	 1.4人

保育所に入所しているのは？2.1人
障害者は？ 7.6人
生活保護受給者は？ 1.6人

老齢年金の受給者は？ 27.5人
介護サービスを
受けているのは？ 4.1人

国民年金の被保険者は？
第1号（自営業、学生等） 11.5人
第2号（サラリーマン、公務員） 33.8人
第3号（第2号被保険者の配偶者） 6.3人

タバコを吸うのは？
20歳以上 16.7人

生涯でがんになるのは？
男性 31.6人
女性 25.8人

骨髄移植ドナーに
登録しているのは？ 0.43人

習慣的に運動をしているのは？
20歳以上 28.7人

健康保険加入者は？
組合健保・協会けんぽ 55.0人

国民健康保険 23.7人

健康・医療について

福祉・年金について

がん 1.4人
糖尿病 2.6人
高血圧性疾患 7.8人

心疾患 1.4人
脳血管疾患 0.9人

生活習慣病の患者の方は？
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詳細データ①

臓器移植法
に基づく 

臓器移植の
累計件数

詳細データ① 臓器移植法に基づく臓器移植の累計件数

臓器提供者数 移植実施件数
移植希望登録者数

うち脳死下 うち脳死下

心臓 649名 649名 648件 648件 921名

肺 556名 556名 684件 684件 493名

肝臓 687名 687名 736件 736件 327名

腎臓 2,233名 751名 4,180件 1,473件 13,917名

膵臓 476名 472名 472件 469件 192名

小腸 26名 26名 26件 26件 10名

眼球（角膜） 21,665名 338名 35,203件 638件 1,888名

資料：（公社）日本臓器移植ネットワーク、（公財）日本アイバンク協会調べ
（注） 1．�臓器提供者数、移植実施件数は、平成9年10月16日（臓器移植法施行の日）から令和4年3月31日までの累計、移植希望登

録者数は令和4年3月31日現在数である。
2．�臓器移植法に基づく脳死下での臓器提供者数は、臓器移植法の施行の日から令和4年3月31日までに全国で821名となって
いる。なお、法的脳死判定が行われ法的に脳死と判定されたが、医学的理由により臓器の摘出が行われず、臓器提供者
数には含まれていない事例は7事例ある。

3．膵臓及び腎臓の件数は、膵腎同時移植実施件数（401件）及び膵腎同時移植希望登録者数（154名）を含む。
4．心臓及び肺の件数は、心肺同時移植実施件数（3件）及び心肺同時移植希望登録者数（4名）を含む。
5．肝臓及び腎臓の件数は、肝腎同時移植実施件数（34件）及び肝腎同時移植希望登録数（41名）を含む。
6．肝臓及び小腸の件数は肝小腸同時移植希望登録数（1名）を含む。

詳細データ② 造血幹細胞移植の実施件数の推移

ドナー（提供者） 移植件数

骨髄等提供登録者数 臍帯血公開数 骨髄 末梢血幹細胞 臍帯血

平成3年度 3,176 − − − −

平成4年度 19,829 − 8 − −

平成5年度 46,224 − 112 − −

平成6年度 62,482 − 231 − −

平成7年度 71,174 − 358 − −

平成8年度 81,922 − 363 − 1

平成9年度 94,822 − 405 − 19

平成10年度 114,354 − 482 − 77

平成11年度 127,556 − 588 − 117

平成12年度 135,873 4,343 716 − 165

平成13年度 152,339 8,384 749 − 221

平成14年度 168,413 13,431 739 − 296

平成15年度 186,153 18,424 737 − 697

平成16年度 204,710 21,335 851 − 674

平成17年度 242,858 24,309 908 − 658

平成18年度 276,847 26,816 963 − 732

平成19年度 306,397 29,197 1,027 − 762

平成20年度 335,052 31,149 1,118 − 859

平成21年度 357,378 32,793 1,232 − 895

平成22年度 380,457 32,994 1,191 1 1,075

平成23年度 407,871 29,560 1,269 3 1,107

平成24年度 429,677 25,385 1,323 15 1,199

平成25年度 444,143 13,281 1,324 19 1,134

平成26年度 450,597 11,595 1,269 62 1,165

平成27年度 458,352 11,185 1,176 58 1,311

平成28年度 470,270 11,287 1,127 123 1,347

平成29年度 483,879 9,991 1,059 182 1,334

平成30年度 509,263 9,516 992 222 1,355

令和元年度 529,965 9,162 992 240 1,430

令和2年度 530,953 9,316 838 258 1,431

令和3年度 537,820 9,617 869 304 1,316

累　計 − − 25,016 1,487 21,377

資料：（公財）日本骨髄バンク、日本赤十字社調べ
※平成8〜10年度の臍帯血関係データは臍帯血バンクネットワーク設立前に各バンクが扱った数
※ドナー（提供者）については年度末の数
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食品安全 
行政の展開

食品安全行政

概　　要 食品安全行政の展開

輸入食品等

※検疫所（食品衛生監視員含む）の数は令和3年4月1日時点
　地方厚生局（食品衛生監視員含む）、都道府県、保健所設置市、特別区および保健所の数は令和4年4月1日時点
　食品衛生監視員（検疫所および地方厚生局を除く）および食品等事業者の施設数は令和2年3月31日時点

厚生労働省（リスク管理）

都道府県、保健所設置市、特別区
（47都道府県）（20政令市、62中核市、その他5）（23特別区）

（食品衛生監視員8, 310名）

地方厚生局 （7か所）
（食品衛生監視員65名） 検疫所（32か所）

（食品衛生監視員422名）

保健所　（468か所）

消　費　者
　　　　　　食品等事業者
（1）飲食店営業等の営業許可を要する施設 2,409,022施設
（2）その他営業許可を要しない施設 1,274,995施設

登録検査機関

食品安全委員会（リスク評価）

農林水産省
（リスク管理）

消費者庁
（リスク管理）

消費者委員会

薬事・食品衛生審議会

・
施
策
の
実
施
状
況
の
公
表

・
住
民
か
ら
の
意
見
の
聴
取

・
施
策
の
実
施
状
況
の
公
表

・
国
民
か
ら
の
意
見
の
聴
取

輸入食品の
監視指導

関係者相互間の情報および
意見の交換の促進
（リスクコミュニケーション）

施
策
の
実
施

の
た
め
の

相
互
連
携

諮問

答申

①
営
業
許
認
可

②
立
ち
入
り
、
監
視
指
導

③
収
去
検
査

④
検
査
命
令

⑤
食
中
毒
等
調
査

⑥
苦
情
等
の
相
談
窓
口

⑦
食
品
衛
生
の
普
及
啓
発

・
相
談

・
申
請

・
相
談

・
届
出

総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の
承
認
・
監
視
等 検査依頼

①
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査
等

②
検
査
命
令

・
登
録
（
取
消
）

・
監
査
指
導

安全な食品の供給

建議等

関係行政機関相互
の密接な連携

③ 生活環境
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10～11行目

（平成12）年4月に創設された介護保険制度の利用者は在宅サービスを中心に増加し、
2000年4月には149万人であった介護サービス利用者は、2020年4月には494万人と、
約3.3倍になっている。介護サービス利用者の増加に伴い、介護職員数は2000年の54.9
万人から約3.9倍に増加している。また、介護を必要とする方が介護保険サービスを受け
られるようにケアプラン（サービス計画書）の作成や施設・事業所との調整を行う介護支
援専門員（ケアマネジャー）は、2020年10月現在で18万8,170人となっており、その
うちの11万7,025人（62.2％）が居宅介護支援事業所＊39で就業している（図表1-2-
38）。

	 図表1-2-38	 介護支援専門員の従事者数

合計
居宅介護
支援

介護予防
支援

居宅 地域密着型 介護保険施設

特定施設
入居者生
活介護
(※1･2)

小規模多
機能型居
宅介護

(※1)

看護小規
模多機能
型居宅介
護

特定施設
入居者生
活介護

(※2)

認知症対
応型共同
生活介護

(※1)

介護老人
福祉施設

介護老人
福祉施設

介護老人
保健施設

介護療養
型医療施
設

介護医療
院

従事者数
(実数)

������� ������� ������ ����� ����� ��� ��� ������ ����� ������ ����� ��� ���

従事者数
(常勤換算)

������� ������� ������ ����� ����� ��� ��� ����� ����� ������ ����� ��� ���

（単位：人）

（※1）�介護予防サービスを一体的に行っている事業所の従事者を含む。また、介護予防サービスのみ行っている事業者は対
象外。

（※2）�特定施設入居者生活介護については、計画作成担当者の従事者数。なお、計画作成担当者について、特定施設入居者
生活介護では「専らその職務に従事する介護支援専門員であること」とされている。

資料：厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）「令和2年介護サービス施設・事業所調査」により厚生労働
省老健局認知症施策・地域介護推進課において作成。

（注） 2020（令和2）年10月1日現在

（介護関係職種の有効求人倍率は全職業計を上回り、特に都市部で人材確保が必要）
介護関係職種＊40の有効求人倍率は、2005（平成17）年の1.38倍から2021（令和3）

年には3.64倍となっており、上昇したまま依然として高い水準にあり、これは、2021年
の全職業計の有効求人倍率1.03倍を大幅に上回っている（図表1-2-39）。都道府県別の
介護関係職種の有効求人倍率（2022（令和4）年2月）を見ると、東京（4.91倍）、愛知
（4.60倍）、大阪（4.09倍）では全国平均（3.63倍）を上回っており、特に都市部におけ
る介護関係職種の人材確保が必要な状況にある（図表1-2-40）。
介護サービス事業所における介護職員の充足状況に関する調査においても、人手不足感

は増しており、特に訪問介護員の需要が高くなっている（図表1-2-41）。

＊39	居宅要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、本人や家族の希望等を勘案し、在宅サービス等を適切に利用するために、利用
するサービスの種類・内容等の居宅サービス計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等との連絡調整その他の便宜の提供等を行う
とともに、介護保険施設等への入所が必要な場合は施設への紹介その他の便宜の提供を行うことを目的とする事業所をいう。

＊40	ホームヘルパー、介護支援専門員、介護福祉士等
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（平成12）年4月に創設された介護保険制度の利用者は在宅サービスを中心に増加し、
2000年4月には149万人であった介護サービス利用者は、2020年4月には494万人と、
約3.3倍になっている。介護サービス利用者の増加に伴い、介護職員数は2000年の54.9
万人から約3.9倍に増加している。また、介護を必要とする方が介護保険サービスを受け
られるようにケアプラン（サービス計画書）の作成や施設・事業所との調整を行う介護支
援専門員（ケアマネジャー）は、2020年10月現在で18万8,170人となっており、その
うちの11万7,025人（62.2％）が居宅介護支援事業所＊39で就業している（図表1-2-
38）。

	 図表1-2-38	 介護支援専門員の従事者数
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（単位：人）

（※1）�介護予防サービスを一体的に行っている事業所の従事者を含む。また、介護予防サービスのみ行っている事業者は対
象外。

（※2）�特定施設入居者生活介護については、計画作成担当者の従事者数。なお、計画作成担当者について、特定施設入居者
生活介護では「専らその職務に従事する介護支援専門員であること」とされている。

資料：厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）「令和2年介護サービス施設・事業所調査」により厚生労働
省老健局認知症施策・地域介護推進課において作成。

（注） 2020（令和2）年10月1日現在

（介護関係職種の有効求人倍率は全職業計を上回り、特に都市部で人材確保が必要）
介護関係職種＊40の有効求人倍率は、2005（平成17）年の1.38倍から2021（令和3）

年には3.65倍となっており、上昇したまま依然として高い水準にあり、これは、2021年
の全職業計の有効求人倍率1.03倍を大幅に上回っている（図表1-2-39）。都道府県別の
介護関係職種の有効求人倍率（2022（令和4）年2月）を見ると、東京（4.91倍）、愛知
（4.60倍）、大阪（4.09倍）では全国平均（3.63倍）を上回っており、特に都市部におけ
る介護関係職種の人材確保が必要な状況にある（図表1-2-40）。
介護サービス事業所における介護職員の充足状況に関する調査においても、人手不足感

は増しており、特に訪問介護員の需要が高くなっている（図表1-2-41）。

＊39	居宅要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、本人や家族の希望等を勘案し、在宅サービス等を適切に利用するために、利用
するサービスの種類・内容等の居宅サービス計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等との連絡調整その他の便宜の提供等を行う
とともに、介護保険施設等への入所が必要な場合は施設への紹介その他の便宜の提供を行うことを目的とする事業所をいう。

＊40	ホームヘルパー、介護支援専門員、介護福祉士等
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	 図表1-2-39	 有効求人倍率（介護関係職種）の推移（暦年別）
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全職業計 介護関係職種

資料：厚生労働省職業安定局「職業安定業務統計」により厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室において
作成。

（注） 上記はパートタイムを含む常用の数値。
上記の数値は、平成23年改定「厚生労働省編職業分類」に基づく以下の職業分類区分の数値である。

介護関係職種：「162�福祉施設指導専門員」、「169�その他の社会福祉の専門的職業」、「351�家政婦（夫）、家事
手伝」、「36�介護サービスの職業」

常用とは、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4か月以上の雇用期間が定められているものをいう。
パートタイムとは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に
比し短いものをいう。
上記の数値は、新規学卒者及び新規学卒者求人を除いたものである。

	 図表1-2-40	 都道府県別有効求人倍率（2022年2月）
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資料：厚生労働省職業安定局「職業安定業務統計」により厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室において
作成。

（注） 上記の数値は、新規学卒者及び新規学卒者求人を除いたものである。
介護関係職種は、ホームヘルパー、介護支援専門員、介護福祉士等のこと。
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作成。

（注） 上記はパートタイムを含む常用の数値。
上記の数値は、平成23年改定「厚生労働省編職業分類」に基づく以下の職業分類区分の数値である。

介護関係職種：「162 福祉施設指導専門員」、「169 その他の社会福祉の専門的職業」、「351 家政婦（夫）、家事
手伝」、「36 介護サービスの職業」

常用とは、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4か月以上の雇用期間が定められているものをいう。
パートタイムとは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に
比し短いものをいう。
上記の数値は、新規学卒者及び新規学卒者求人を除いたものである。

	 図表1-2-40	 都道府県別有効求人倍率（2022年2月）

3.12 

3.20 

2.21 

3.52 

2.88 
2.92 

3.23 

4.94 

2.99 

3.90 
4.09 

3.69 

4.91 

3.45 

3.41 

4.37 

4.00 

3.67 

3.08 

2.70 

5.65 

4.32 

4.60 

3.87 

2.68 

3.26 

4.09 

3.30 

5.20 

3.29 3.30 3.29 

4.01 3.95 

3.22 
2.93 

3.53 

4.06 

2.28 

3.13 3.19 

2.62 

3.19 

2.47 

2.98 
2.84 

2.20 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

全職業計 介護関係職種
介護平均 3.63倍

全職業平均 1.14倍

資料：厚生労働省職業安定局「職業安定業務統計」により厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室において
作成。

（注） 上記の数値は、新規学卒者及び新規学卒者求人を除いたものである。
介護関係職種は、ホームヘルパー、介護支援専門員、介護福祉士等のこと。
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	 図表1-2-39	 有効求人倍率（介護関係職種）の推移（暦年別）
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資料：厚生労働省職業安定局「職業安定業務統計」により厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室において
作成。

（注） 上記はパートタイムを含む常用の数値。
上記の数値は、平成23年改定「厚生労働省編職業分類」に基づく以下の職業分類区分の数値である。

介護関係職種：「162�福祉施設指導専門員」、「169�その他の社会福祉の専門的職業」、「351�家政婦（夫）、家事
手伝」、「36�介護サービスの職業」

常用とは、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4か月以上の雇用期間が定められているものをいう。
パートタイムとは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に
比し短いものをいう。
上記の数値は、新規学卒者及び新規学卒者求人を除いたものである。
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資料：厚生労働省職業安定局「職業安定業務統計」により厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室において
作成。

（注） 上記の数値は、新規学卒者及び新規学卒者求人を除いたものである。
介護関係職種は、ホームヘルパー、介護支援専門員、介護福祉士等のこと。
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資料：厚生労働省職業安定局「職業安定業務統計」により厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室において
作成。

（注） 上記はパートタイムを含む常用の数値。
上記の数値は、平成23年改定「厚生労働省編職業分類」に基づく以下の職業分類区分の数値である。

介護関係職種：「162 福祉施設指導専門員」、「169 その他の社会福祉の専門的職業」、「351 家政婦（夫）、家事
手伝」、「36 介護サービスの職業」

常用とは、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4か月以上の雇用期間が定められているものをいう。
パートタイムとは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に
比し短いものをいう。
上記の数値は、新規学卒者及び新規学卒者求人を除いたものである。
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17～19行目
45.6％増）であった。

こうした中で、就職率は42.4％（対前年度差3.8ポイント減）であった。このうち、身
体障害者は34.7％（対前年度差6.4ポイント減）、知的障害者は57.7％（対前年度差1.7
ポイント減）、精神障害者は42.6％（対前年度差3.6ポイント減）、その他の障害者は
38.2％（対前年度差1.6ポイント増）であった。

	3	障害者に対する就労支援の推進
（1）公務部門における障害者雇用の推進

国及び地方公共団体の機関については、民間企業に率先垂範して障害のある人の雇入れ
を行うべき立場にある。加えて、2018（平成30）年の公務部門における障害者雇用の不
適切計上事案が明らかになったことを踏まえ、障害者雇用推進者、障害者職業生活相談員
の選任義務等に加え、障害者活躍推進計画の作成・公表義務を課している。

1障害者雇用に関する理解の促進
人事院において、一般職国家公務員における合理的配慮の考え方等を定めた「職員の募

集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する
指針（国家公務員の合理的配慮指針）」を2018年12月に策定するとともに、2020年1
月には各府省において提供された合理的配慮の事例を把握し、厚生労働省とも連携してと
りまとめ、各府省に提供している。

内閣人事局を中心として厚生労働省、人事院の協力のもと、公務部門において障害者を
雇用する際に必要となる基礎知識や支援策等を整理した「公務部門における障害者雇用マ
ニュアル」を2019（平成31）年3月に作成した（障害者雇用促進法の改正内容を踏まえ、
2020年3月に改正）。

厚生労働省において、国の機関における障害者雇用に関する理解の促進を図るため、以
下の取組みを実施した。
・ 障害者雇用の際に必要となる設備改善・機器導入に関する情報について、国の機関の

人事担当者等を対象に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に蓄積されたノ
ウハウ・情報の提供

・ 国の機関等の人事担当者等を対象に、障害者の働きやすい職場環境づくりや障害特性
に応じた雇用管理を内容とする「障害者雇用セミナー」の開催

・ 障害者とともに働く国の機関及び地方自治体等の職員を対象に、精神・発達障害の特
性を正しく理解し、職場でこれら障害者を温かく見守り、支援する応援者となるための
講座（併せて同講座のe-ラーニング版を提供）の実施
また、内閣人事局において、障害特性を理解した上での雇用・配置や業務のコーディ

ネートを行う障害者雇用のキーパーソンとなる職員を養成するための「障害者雇用キー
パーソン養成講習会」を実施した。

2職場実習の実施
厚生労働省において、各府省における障害者の採用に向けた着実な取組みを推進するた

め、各府省等の人事担当者等を対象に、各府省が行う特別支援学校等と連携した職場実習
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	 図表3-2-1	 民間企業における障害者雇用状況の推移
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（令和３年６月１日現在）

○　民間企業の雇用状況　
　　雇用者数　59.8万人（身体障害者35.9万人、知的障害者14.1万人、精神障害者9.8万人）
　　実雇用率　2.20％　法定雇用率達成企業割合　47.0％　　
○　雇用者数は18年連続で過去最高を更新。障害者雇用は着実に進展。

資料：厚生労働省「令和3年障害者雇用状況の集計結果」

（2）国・地方公共団体における雇用状況
2021（令和3）年6月1日現在の障害者任免状況＊6については、国の機関（法定雇用率

2.6％）に勤務している障害者数及び実雇用率が9,605.0人（前年比2.9 ％増）及び2.83％
（前年に同じ）であった。

また、都道府県の機関（法定雇用率2.6％）が10,143.5人（前年比4.6％増）及び
2.81％（前年差0.08ポイント増）であり、市町村の機関（法定雇用率2.6％）が
33,369.5人（前年比6.2％増）及び2.51％（前年差0.10ポイント増）であった。

さらに、都道府県等の教育委員会（法定雇用率2.5％）が16,106.5人（前年比7.7％増）
及び2.21％（前年差0.16ポイント増）であった。

（3）ハローワークにおける職業紹介状況
2020（令和2）年度のハローワークを通じた障害者の就職件数は、89,840件（対前年

度比12.9％減）であった。このうち、身体障害者は20,025件（対前年度比21.4％減）、
知的障害者は19,801件（対前年度比9.6％減）、精神障害者は40,624件（対前年度比
18.1％減）、その他の障害者＊7は9,390件（対前年度比52.2％増）となった。

また、新規求職申込件数は211,926件（前年度比5.1％減）であった。このうち、身体
障害者は57,691件（前年度比7.0％減）、知的障害者は34,300件（前年度比6.9％減）、
精神障害者は95,385件（前年度比11.3％減）、その他の障害者は24,550件（前年度比

＊6	 対象障害者を1人以上雇用する義務がある機関（常時勤務する職員が38.5人以上。ただし、都道府県等の教育委員会の場合は40.0人以
上。）については、毎年6月1日時点の障害者の任免状況を通報することになっている。雇用率カウントの取扱いは、民間企業と同様で
ある。

＊7	 「その他の障害者」とは、身体障害者・知的障害者・精神障害者以外の障害者をいい、具体的には、障害者手帳を所持しない発達障害者、
難病患者、高次脳機能障害者など。ただし、令和2年1月のハローワークシステム刷新の影響により、障害者手帳を所持する方も一部計
上されている。
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	 図表3-2-1	 民間企業における障害者雇用状況の推移
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○　民間企業の雇用状況　
　　雇用者数　59.8万人（身体障害者35.9万人、知的障害者14.1万人、精神障害者9.8万人）
　　実雇用率　2.20％　法定雇用率達成企業割合　47.0％　　
○　雇用者数は18年連続で過去最高を更新。障害者雇用は着実に進展。

資料：厚生労働省「令和3年障害者雇用状況の集計結果」
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45.6％増）であった。
こうした中で、就職率は42.4％（対前年度差3.8ポイント減）であった。このうち、身

体障害者は34.7％（対前年度差6.4ポイント減）、知的障害者は57.7％（対前年度差1.7
ポイント減）、精神障害者は42.6％（対前年度差3.6ポイント減）、その他の障害者は
38.2％（対前年度差1.6ポイント増）であった。

	3	障害者に対する就労支援の推進
（1）公務部門における障害者雇用の推進

国及び地方公共団体の機関については、民間企業に率先垂範して障害のある人の雇入れ
を行うべき立場にある。加えて、2018（平成30）年の公務部門における障害者雇用の不
適切計上事案が明らかになったことを踏まえ、障害者雇用推進者、障害者職業生活相談員
の選任義務等に加え、障害者活躍推進計画の作成・公表義務を課している。

1障害者雇用に関する理解の促進
人事院において、一般職国家公務員における合理的配慮の考え方等を定めた「職員の募

集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する
指針（国家公務員の合理的配慮指針）」を2018年12月に策定するとともに、2020年1
月には各府省において提供された合理的配慮の事例を把握し、厚生労働省とも連携してと
りまとめ、各府省に提供している。

内閣人事局を中心として厚生労働省、人事院の協力のもと、公務部門において障害者を
雇用する際に必要となる基礎知識や支援策等を整理した「公務部門における障害者雇用マ
ニュアル」を2019（平成31）年3月に作成した（障害者雇用促進法の改正内容を踏まえ、
2020年3月に改正）。

厚生労働省において、国の機関における障害者雇用に関する理解の促進を図るため、以
下の取組みを実施した。
・ 障害者雇用の際に必要となる設備改善・機器導入に関する情報について、国の機関の

人事担当者等を対象に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に蓄積されたノ
ウハウ・情報の提供

・ 国の機関等の人事担当者等を対象に、障害者の働きやすい職場環境づくりや障害特性
に応じた雇用管理を内容とする「障害者雇用セミナー」の開催

・ 障害者とともに働く国の機関及び地方自治体等の職員を対象に、精神・発達障害の特
性を正しく理解し、職場でこれら障害者を温かく見守り、支援する応援者となるための
講座（併せて同講座のe-ラーニング版を提供）の実施
また、内閣人事局において、障害特性を理解した上での雇用・配置や業務のコーディ

ネートを行う障害者雇用のキーパーソンとなる職員を養成するための「障害者雇用キー
パーソン養成講習会」を実施した。

2職場実習の実施
厚生労働省において、各府省における障害者の採用に向けた着実な取組みを推進するた

め、各府省等の人事担当者等を対象に、各府省が行う特別支援学校等と連携した職場実習
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